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いる。

しかし、これらの報告枠組みはIFRS等の会

計基準とは関連付けられないことがほとんどで

あるため、財務報告に多元的な開示ルールで決

定された財務情報と非財務情報が無秩序に混在

する事態を招いている。また、財務報告で気候

関連リスク情報の開示がさらに進めば、そうし

た事態への対応が十分でない財務諸表監査に実

務上の混乱を引き起こす可能性も否定できなく

なっている。

そこで本稿では、IFRS適用の財務諸表を含

む財務報告を対象として、気候関連リスク情報

が開示される場合に生じる監査上の課題につい

て検討する。

2.気候関連リスクの財務的影響

気候関連リスクの財務的影響について英国エ

コノミス ト誌が 2015年に研究報告を公表して

いる。この中では、アセットマネジメント産業

の投資ポートフオリオに対する気候変動の影響

が分析されており、グローバルな運用資産総額

143兆米 ドルが 2100年 までに気候変動によっ

て被る予想最大損失額 (value at risk)は 、平

均的な気候変動シナリオの場合でも4.2兆米 ド

ルに及ぶという (EIU,2015)さ らに、確率的に

は低いものの、発生時に巨額な損害をもたらす

テールリスク (tがlrもk)の場合 (た とえば、平

均気温の上昇幅が 6℃ になるような場合)は、損

失額が 13.8兆米 ドルに達すると見積もられて

いる (EIU,2015)。 これらは、一時的な資産価

格の変動による損失ではなく、投資資産に生じ

た減損および資本損失である (EIU,2015)。

ミクロ的には気候関連リスクによる座礁資産

(stranded assets)注(5)が財務的影響の典型的な

事例である。独立系シンクタンクの Carbon

96(上 妻京子)

Tracker社 らによるストレステストでは、平均

気温の上昇幅を2℃未満に抑市1する 2℃ シナリ

オを達成しようとすれば、エネルギー会社が資

産計上 した確認埋蔵量 (prOven reserves)の

60%～ 80%は 燃焼することができず、座礁資

産化すると指摘されている (Carbon Tracker et

」"2013)。 HSBCの試算によれば、
これらの座

礁資産による減損損失は時価総額の 40%～

60%に もなるという (HSBC,2013)。 この考え

方は座礁資産仮説と呼ばれており、それを理論

的な根拠として、多数の機関投資家がエネル

ギー会社への投資を引き揚げる施策、いわゆる

ダイベス トメント (divestment)に 取 り組んで

きた (Koehler&Bertocci,2016)。

しかし、当のエネルギー会社は確認埋蔵量の

座礁資産化を認めていない (上妻 ,2015)。 この

姿勢は現在も不変であり注(6ヽ 「化石燃料の販売

収益でさらに次の化石燃料を開発する」という

エネルギー会社のビジネスモデルには大きな変

化が見られない。そればかりか、2019年 5月

19日 付の Bloomberg論文によれば、上位 10社

のエネルギー会社は 2030年 までにさらに 1兆

米ドルの新規投資を計画しているという (Carr,

2019)。

座礁資産仮説の正否をめぐって投資家とエネ

ルギー会社の見解が異なることは、気候関連リ

スク情報の開示を促進する上で、大きな障壁に

なる可能性がある。それは、自社資産が座礁資

産化するリスクをオンバランスするためには減

損会計を適用しなければならず、その際に減損

損失を認識するか否かは基本的に経営者の判断

に依存するからである。

これをIFRSの減損会計基準である IAS36

で見てみよう (図表1参照)。 IAS36で は、まず

資産または資産グループに減損が生じている可

能性を示す事象 (減損の兆候)があるかどうか
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Finand」 DヽdOsures)は、G20財務大臣・中央

銀行総裁会議の要請を受けて、気候関連リスク

注(つの財務的影響に関する情報を特定するため

に、金融安定理事会 (FSB)が設立したタスク
フオースである。2017年 6月 公表の最終報告

書では、金融機関を含むすべての組織に適用可

能な報告枠組みを提示して、企業に気候関連財

務情報の自主的開示を勧告した。これがTcFD
勧告である。

TCFD勧 告の公表には、気候変動政策 。規
制の強化が企業資産に大規模な減損を発生させ

る危険性への危惧が背景になっている。これま

で、金融セクターでは、そぅした減損が金融市

場のシステミックリスクになりかねないことを

懸念してきた (上妻 ,2015)。 財務報告に関する

制度的な開示規制が十分でないために、金融市

場で気候関連リスクの価格付けが適切に行われ

ず、結果として、投資家の意思決定に反映され

ないことがその原因であった。持続可能な社会
への移行に向けて、金融市場の安定性を引き続

き確保するためには、企業の気候関連リスクに

関する情報開示が必要になってぃたのである。

これは増大する投資家、債権者、保険会社等の

情報ニーズでもあった (TcFD,2017)。

このような試みは以前にも行われていた。た

とえば、2010年 2月 に米国証券取引委員会

(SEC)が公表した気候変動情報に関する解釈
ガイダンス (interpreive guidance)で ある。こ

れは、既存の開示ルール下でもForm 10-Kに

気候関連リスクの財務的影響を開示すべき場合

があり、SEC登録企業がそれに留意して情報
開示することを要請するものであった (sEC,

2010)。 しかし、当時はまだパリ協定や sDGs
のような気候変動対策に関する国際的合意が成

立しておらず、明確な開示規制が存在しないこ

ともあって、企業の対応は著しく不十分注(8)で

98(上 妻 京 子 )

あった (Palmer,2017;COburn&c00k,2014)。

それに反して、TcFD勧 告は、設立主体の
FSBが金融市場の安定化のために金融セク
ターを束ねる国際組織であることから、財務的
に重要な気候関連報告の「権威ある(autllor■ a」ve)

ガイダンス」として、広範に認知されている(EC,
2019)。

さらに、2019年 4月 には、各国中央銀行・金

融監督当局が組織する「気候変動リスク等に係

る金融当局ネットヮーク (NGFS)」 が TcFD
勧告への支持を表明し、上場会社にTCFD勧
告に沿った情報開示を促すことを公約 した

(UNEP― FI,2019)。 同様の支持は我が国でも広

がっており、現在では、年金積立金管理運用独

立行政法人 (GPIF)や 日本銀行協会を含む、231

の金融機関 。事業会社・政府組織等が TcFD
サポーターに名を連ねている注(9bま た、国連

の責任投資原則 (PRI)は、同原則に署名する

機関投資家等に対 して、2020年以降、TcFD
勧告に準拠した気候変動指標の報告注l10を 義務

付けた注00

こうした事情を考慮すると、TcFD勧 告に
は、任意の報告枠組みでありながら、実質的な

強制力が付帯すると考えられる。TCFD勧告が
金融機関にも適用されるため、それらの金融機

関がアセットォーナーやアセットマネージャー

として投資チェーンの トップに位置する場合

は、投資先へのエングージメントゃ影響力の行

使によって、TcFD勧 告準拠の情報開示を促
進させる役割を担うからである (TcFD,2017)。

CDPの事例注⑫を見るまでもなく、得意先から
の情報提供要請には多くのケースで実質的な強

制力があり、企業の開示方針に強い影響力を及

ぼす。

TCFD勧 告の気候関連財務情報としては、
ガバナンス、戦略、リスクマネジメント、指標。



66(,ozl)I・ON 081。A耐到業ョ

ツγコ孝、`γ⑫ッ準着勒Dl(F⑫コ孝i半
彰ツ準

響識コ1朝師醤)■7響畔尋νッ｀
γ撃、ヽγ⑫ッ

へヽ)■7〔F■wぶ]1卿珈猫コ|〔F⑫
コミγ半↓

γ纂語Elィγ血裂凶剛写ッ準陥影〕,卿
師晋
｀
F,

蜘独きアィ子ふ/“ッ準製近普圏、γ早
暢⊂JЭこ

｀
η、γn 。

(610Z`lS'OA08ooH)、A孝界)、γマ
コツク璽拓彗予γヽ〔Pヽγγη γ曽尋

難目卿師野)
■]1勁勁7事15動妙像朝師醤さγ半↓γ

纂認Flン

ラ響
｀
コαγ、A■撃尋、7■酵鄭q熙百*針γν

ヾ
=削
｀
|マ以酢襲¥熙コ1卿▽平FI¥擢撃覇

°
292劃聞⑫ヽ

と纂認⑫単
′
降卿飾醤ッ準7腱平像場祈飾晋像〔

T⑫O平0寺｀Flνッ02、A)0研
,障諺⑫ng

r,早嶋⊂JЭェDヽ19γッ準苦戦予¥擢黎打
°
292⑫シ、A

)ソ彰ヾ師、γ障レッ準陥躍Dl蜘著聾孝
¥擢撃覇

)OTコ10ソッ｀■ま幽Dl↓
図早酵黎鞭ヨr⑫早

酵撃覇]酵馴′ッ準凶]1最碧朝撃覇⑫ィァn褒
凶

剛し
｀
6準c02、γクさγァコッ、AD_ηマ普騨孝

喜幽⑫以早礁黎覇ッνo(1苺撃準7筆ッ〕1卿
コ

14｀きγ酵襲撃覇要飽剛野⑫早暢GJЭェ｀
FI●

γヽギγ身⑫裁平羽′近軍ァッ瀞喜艶γν
彫ヾ易f

°
(810z`8scЭ)2、n)(4ル機騨EII F 2準

誰協
)ηマ⑫♀ツニ載コィームv_4乙↓聯suJI
FI掘ittT17近軍⑫早o cr」Э↓｀

FIッT]1尋百阜
|リマgSCЭ 2_f―躍

協そ載平罰蚤軍⑫早暢GJЭこ

｀
)■園Dl沖′

⑦P°2■217コッγヾ日載さγ
蒙平羽′蚤夏⑦早酢黎打■朝

コn4ヽF,コ,酢劉′黎鞭
褒国』写⑦―ムご

`γ
ヾκィ_ィ・艶月fキ珈

独
｀
9γ⑫ツ゛(ιloZ`GJЭこ

)2、A)■蒼珊77コ
シヤ以朝0瘤7掘1未羽′蚤夏⑫l‡劃′ルッνヾ準2菖
コ野旱冊目回FI抑1ォ恥蚤夏⑫厨圏

褒凶ョ等｀
■

=月
f70■(S8可lu vIЭutuu Fnuu3)野

曇甲目維
覇γ寺⑫V―ム寸γィンκ EIψ静喜艶⑫

酵馴撃
覇褒飽』等｀

■、γη°、Aを、
A)η喜胎孝準軍⑫

珊近軍ッ(1年Dl載音恥董軍｀
F,早暢GJЭこ

°
(Z10Z`c」Эェ)22■9

率、γマコッ準審畔孝酵劃′フマ⑫羽′蚤
軍F,、イ影

―イ。融.Hfマ
珈聯
｀
衡軍60%νヾ日襲さγ載平

(KlIP,012uI)羽′蚤軍)。γャDl=予⑫
酢鄭当開

｀
Fl)、Acコ寸κ多―ィ。融.Hlマ珈独｀こ

孝_
°
2■Dl畜暮普四、γ)、準FI酢鄭⑫?νP｀Dl
クγツνヾ型濯)■7薔某孝日要⑫l卑ψ、イκ
イツムγη〔ッF10推・ィγ血｀

,2等RT/■〔
F⑫P°ツマ)酢鄭ッ手凶〕In斗平ヾィκィ

ッム

像卿暑η⑫↓辮。ィY血｀
Fl lイκィッムイγ

負7アイ子ふィ

“

｀
9〔⑫―負ご

`γ
シ9ソコ

°
292酢馴′⑫9γッγttDI―/4ζ宰ィ_`
Y⑫寿と纂拳孝最猪卿繋覇ッγ青コ

¥0さダィ
ァn褒凶コ写F,97ッ。ッ、AD_ν

ヾ
=勤
さγ(①

～①⑫中z¥国)酵馴,IIッ準
凶Dl最努卿黎覇⑫

イア血褒凶剛写｀
コ_漁ご
`γ
シ⑫l(μ_ィ

て

―

卜

さ

こ

ｌ

Ｃ

ツ

く

℃

∝

既

ィ

⑫

馴撃
賃
・副尉
早
⑦↓辮・イアn褒凶剛写①

イこ1署甲+喜甲J48・z・Ir―広γ6
融9uf叫翌⑫↓聯.ィγ

`褒
凶削写⑥

Ч4`―ィ・難月|

(1母冨到⑫)、4/4ッムィγnlコ飛NT/③
Y4a/^1<{4Y>a4Y0@
F■口rW輝・2勧⑫ィY6⑨

｀イκ4ツムびYn

叫鍵羽′
警願⑦珈猿ツアコ絆↓7n`4③

勒』場魯撃1彗曇8
膿諺⑫昇具聾②

照絆長珊⑫↓諺製造①Y4子、/μ

灘鋤霧箱ョ園ョ写9準馨壼当幽↓早鳴cJЭ上Z¥国



情報である。とくに、戦略カテゴリーのシナリ

オ分析は、長期的な価値創造プロセスに対する

気候変動の影響を情報化しており、投資家が持

続可能な社会への移行過程において長期投資の

気候関連リスクを評価する際には不可欠な情報

になる。つ ま り、TCFD勧 告は、短期志向

(short―termおm)へ誘導されやすい財務諸表を、

長期的視点で補足することに特化した報告枠組

みなのである。

4.非財務報告枠組みの重要性概念

長期的視点の投資家に対する配慮は財務報告

向けの他の非財務報告枠組みにも見られる。た

とえばEU非財務報告指令 (2014/95/EU)であ

る。同指令では、財務報告中の経営者報告書

(management report)に 、「事業の進展状況、

経営成績、財政状態と事業活動の影響 (impact)

を理解するのに必要な範囲で、環境、社会、従

業員、人権、腐敗防止に関する情報」を含まな

ければならないが注aり、これは経営者報告書に

開示すべき非財務情報を決定するための二重の

重要性基準になっている (EC,2019)。

二重とは重要性基準に二つの重要性概念が組

み込まれているという意味である。一つは財務

的重要性で、「事業の進展状況、経営成績、財

政状態を理解するのに必要な範囲」という件が

該当する。これは、事業の進展状況や財務諸表

を理解するのに必要な非財務情報はすべて開示

する、という重要性基準である。もう一つは「事

業活動の影響を理解するのに必要な範囲」とい

う件で、環境的・社会的重要性について規定し

ている。これに従えば、事業活動が環境や社会

に与える影響を理解するのに必要な非財務情報

は開示しなければならない。つまり、気候関連

リスク情報は、報告主体にとって財務的に重要

100(上 妻京子)

な場合か、または、事業活動が環境や社会に与

える影響を理解する上で重要な場合のいずれか

であれば、どちらも開示が義務付けられる (EC,

2019)。 ちなみに、TCFD勧 告の重要性基準は

財務的重要性だけである。

EU非財務報告指令は二重の重要性基準を採

用する理由を説明していない。しかし、英国

2006年会社法の基本思想である啓発株主価値

(enlightened shareholder value)ア プローチがヒ

ントになる。啓発株主価値アプローチとは、「会

社の取締役は、何が株主の利益になるかを判断

する際に、他のステークホルダー (従業員、顧客、

サプライヤー、地域住民等)の利益、事業活動の

環境に与える影響、会社の社会的評価のすべて

を考慮しなければならない」という考え方であ

る (HCTIC,2003)。 それは、株主だけでなく、

他のステークホルダーの利益も考慮すること

が、会社の長期的な健全性の促進にとって不可

欠であり (Cdlson ιムα′.,2011)、 事業活動が株

主以外のステークホルダーや環境・社会に悪影

響を与えれば、長期的には会社の企業価値を毀

損するというロジックを前提にしている。

TCFD勧 告の重要性基準が財務的重要性だ

けで構成されるのは、同勧告の気候関連財務情

報が長期的視点の投資向けに特化した内容であ

り、とくに重要性基準で配慮する必要性がない

ことによる。しかし、EU非財務報告指令の場

合は、原則主義による汎用的な非財務報告枠組

みであるために、重要性基準に環境的 。社会的

重要性を組み込んで、長期投資を志向する投資

家の情報ニーズに配慮したと考えられる。

このことは、EU非財務報告指令を国内法化

した後に公表された、英国 FRC注00の戦略レ

ポー ト (strategic report)に 関するガイダンス

文書からもわかる。英国 2006年会社法では、

小規模会社を除いて、すべての会社の取締役は
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図表3 重要性判断チャー ト

投資家の期待

合理的に見て「気候関連リスク等は自らの意思決定に
定性的な影響があるJと投資家は考えるだろうか

―

―

▼

yes
▼

報告主体の評価

当該リスク等は財務諸表
金額に影響を与えたか

出所 :AASB&AUASB(2018),p5,Figurelを 訳出。

掛酌するように義務付けているからである。ま

た、主たる利用者を「投資家 (潜在的な投資家

を含む)、 債権者、その他の信用供与者」と特

定していることから (IASB,2018b)、 重要性判

断を行う際には、長期的視点の投資家の情報期

待も考慮しなければならない。

新しい重要性概念にもとづいて気候関連リス

クを開示する場合の会計行動に関して、オース

トラリアの会計基準審議会 (AASB)と 監査・

保証基準審議会 (AUASB)は 、報告主体が適

用すべき重要性判断チャー トを策定している

(図表3参照)。

この重要性判断チャートに従って気候関連リ

スクを開示する場合、まず、当該気候関連リス

クが「投資家の意思決定に性質的に(qu」■aivdy)

影響すると投資家自身が考えるか否か」につい

て、報告主体が検討することから始めなければ

ならない (AASB&AUASB,2018)。 これが「主

たる利用者の意思決定に影響を与えると合理的

に予想できる」という判別境界の検討である。

その際に、当該気候関連リスクが財務諸表に金

額的な影響を及ぼしているか否かは関係がない

(AASB&AUASB,2018)。 財務諸表 に計上 され

る気候関連リスクでなくても、それが「自らの

102(上 妻 京 子 )

報告主体の評価

当該リスク等は報告主体の事業
環境に重要な影響を与えそうか

no l

意思決定に性質的に影響すると投資家は当然考

えると思われる」のであれば、その気候関連リ

スクは重要な情報になる。

(1)「 yes」 の場合

開示しようとする気候関連リスクが、投資家

の意思決定に影響を与えると合理的に予測でき

ると判断した場合は、報告主体側の評価に移る。

そして、その気候関連リスクが報告主体の財務

諸表に金額的な影響を及ぼすかどうかを検討す

る。つまリオンバランスすべき気候関連リスク

の影響があるかどうかを評価するのである。

金額的な影響があると判断したら、それを財

務諸表に開示し、影響がないと判断したら、そ

の判断根拠を示す。金額的な影響とは気候関連

リスクが資産に減損を生じさせているような場

合をいい、そう判断する場合は減損損失を計上

する等の適切な会計処理を施す。

ここで重要なのは、財務諸表に金額的な影響

がないと判断する場合でも、その判断根拠に関

する情報開示が必要な点である。減損会計では、

減損を認識しない場合は、その背景情報や判断

根拠を開示する必要がない。しかし、新たな重

要性基準では、減損損失を計上しない場合でも、

その判断根拠は示さなければならない注0。 判

開示する際に

リスクを考慮
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図表4 気候関連リスク情報の開示場所と開示パターン

財務報告書
財務諸表

A本体 ○ ○ ○ ○ ×

Bツ主言己 ○ ○ ○ ○ ○

C経営者報告書等 ○ ○ ○ ○ ○

Dサ ステナビリティレポート ○ ○ ○ ○ × ○

ケース 1 3 4 7

諸表の注記 (nOte)に 開示する (IAS para112)。

しかし、AASB/AUASBで は、 こうした情報
が財務報告の非財務報告区分に開示される場合

もあることを認めており、その場合には財務諸

表外に開示された当該判断根拠の説明を財務諸

表監査の対象範囲に含めるべきであるとしてい

る (AASB&AUASB,2019)。

また、実務上、気候関連リスク情報の開示場

所は、財務報告ではなく、任意に作成するサス

テナビリティレポート注20が もっとも多い(Pwc,

2018)。 年次財務届出書類への開示が強く推奨

されているTCFD勧告の気候関連財務情報で
すら例外ではない (TcFD,2019)。 しかも、サ

ステナビリティレポートに開示された重要性の

高いリスク情報の多くが制度的な財務報告書類

には開示されず (wBcsD,2016)、 様々な企業報

告媒体に分散して開示されている (TcFD,2019)。

そこで、EU会計指令の財務報告書を対象に、
気候関連リスク情報の開示場所と開示パターン

を整理して、減損会計が適用される場合に監査

上どのような問題が起こるかを検討する (図表

4厖参月1)。

図表 4中の気候関連リスク情報は減損を認識

する可能性がある気候関連リスクに関する情報

である。○印は気候関連リスク情報が開示され

ていることを示す。ケース 1～ 4の「財務諸表

本体に記載あり」は財務諸表 lA)に減損損失が

計上された場合であり、ケース 5～ 8は減損損

失が計上されなかった場合である。減損損失を

104(上 妻京子)

計上する場合、減損を認識するに至った事象・

状況等の背景情報を開示しなければならない

が、その開示場所は注記 lB)も しくは経営者報

告書等 0になる。
ただし、経営者報告書等には財務報告書にお

ける経営者報告書ではない場所 (その他の場所

注24)も 含まれている。そこに減損の背景情報

には該当しない気候関連リスク情報が開示され

ることも多い。また、経営者報告書区分をタイ

トル等で明示しない財務報告書もあるので、経

営者報告書とその他の場所の区別は必ずしも明

確ではない。

さらに、実務上は、サステナビリティレポー

トlD)に も気候関連リスク情報が非常に多く開

示されており、座礁資産仮説を考えれば、その

中に減損を認識すべき場合がある可能性を否定

できない。これは、経営者報告書等に開示され

た、減損の背景情報ではない気候関連リスク情

報の場合も同様である。

(1)ケース1～ 4

減損損失が計上され、その背景情報もあるの

で、Aと Bを監査する。ケース 1。 3で、Cに も

減損の背景情報があれば、A・ Bお よび監査知

見と当該気候関連リスク情報の整合性をチェッ

クする。それらが整合的でなければ、A・ Bの

適正性が疑われる。また、Cに減損の背景情報

以外の気候関連リスク情報が含まれる場合は、

当該情報に重要な虚偽表示がありそうな兆候に

注意喚起する。

気候関連リスク情報の開示場所 財務諸表本体に記載あり 財務諸表本体に記載なし
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注(1)2015年 の第 21回気候変動枠組条約締約国会議

(COP21)で採択された 2020年以降の温室効果ガス排
出削減に関する国際的枠組みのこと。

注(2)2015年 の国連サミットで採択された持続可能な社

会を実現するために達成すべき人類共通の目標のこと。

ツ主(3)The Paris Agreement(httpsノ /unfccc.int/prOces針

and― meetings/the― paris‐ agreement/the‐ paris‐

agreement)、 環境省による「パリ協定の概要 (仮訳)」

(http://www env gojp/earth/ondanka/cop21_paris/

paris_conv‐ a.pdf)。

注(4)現在では「脱炭素化」という表現が主流になって
いる。

注(5)技術革新や社会変化で回収不能化する資産のこと。
注(6)2018年 にもShelや BPの 経営 トップが自社資産
の座礁資産化を完全に否定している (https//www
reuters colm/article/us― shell‐ emissions/shell― sees‐ no‐

risk‐ Of‐ stranded― assets‐ as―reserves life― shrinks‐

idUSKBNlH」 lFP,https://www.telegraph co uk/

business/2018/10/10/bp‐ chieibrands‐ stranded― asset‐

fears‐ misguided/BP/)。

注(7)こ の中には気候関連のビジネス機会も含まれる。

注(8)気候関連財務情報の開示企業は増加したが、開示
内容は総論的・形式的で、気候変動リスクの影響を十

分に分析・説明するものではなかった。

注(9)2020年 1月 末現在のデータ (httpsノ /wwwお b
tcm.。rg/tCfd‐ supporters/)に よる。

注l101 同原則に署名した機関投資家等は、毎年、PRI報

告枠組み (PRI,2019)に 従って、責任ある投資活動

について報告することを義務付けられている。

注OD PRI報 告枠組みの気候変動指標のうち、ガバナン
スと戦略に関する指標の報告を義務付けた (httpsノ /

M′ Vヽヽ′.unpriorg/nev′ s‐ and―press/tcfd‐ based―repOrting‐

to―become‐rnandatory― for‐pri‐signatOries in-2020/4116

article)。

注02 CDPは運用資産総額 96兆米 ドルの 525機関投資
家による国際的 NPOであり、独自の質問票を企業に
送付して環境情報の収集・分析・評価を行っている。

CDPは、2008年に、企業が自社のサプライヤーに対
して CDP質 問票への回答を要請するプログラムを開
始 したが、2008年 には 14社 だった参加企業が 2018

年には 115社 に増加し、それに伴って回答サプライ

ヤー数も2008年 の 634社 (回答率 27%)か ら2018
年の 5,545社 (回答率 64%)へ と大幅に拡大 した
(Carbon Trust,2019)。

注00 会社法や証券取引法等によって組織が提供を義務
付けられる年次報告書類を指しており (TCFD,2017,

note 35)、 我が国では有価証券報告書や会社法で株主

への提供が義務付けられる事業報告書類が該当する。

注0り 気候関連情報の報告枠組みを設定する企業と環境
NGOに よる国際コンソーシアム。
注〔O EU会計指令 (2013/34/EU)19a条 1項。

106(上 妻 京 子 )

注(0 英国の会計基準設定主体。
注0つ 2010年版 IFRS概念フレームヮークの定義であ
る。

注l181 今後、この考え方に沿ってIAS36が改定される

と考えられる。

注09 フランス商法の検証義務規定はEU非財務報告指
令が制定される前から存在するので、正確には、フラ

ンスが選択権を行使したというより、EU非財務報告
指令がフランス商法を容認できるように選択権を認め

たといってよい。

注202015年 4月 現在でISAを 国内基準化していない
国はフランス、 ドイツ、ポルトガルの 3カ 国である。
ただし、フランスとドイツには、改定ISA720の 内容

を包摂する監査基準がそれぞれあり、それらの規定内

容はともにISA720を 超えている。さらに、フランス

はESG情報に検証義務を課している。なお、ポルト
ガルの監査基準は、ISAと のコンバージェンスが進行

中である。

注2)2016年 12月 15日 以降に終了する事業年度の財
務諸表監査に適用される。

注02 改定IAS720の 14項・15項を参照のこと。ただし、
改定IAS720は 、財務諸表・監査知見に関連しない情

報については、整合性チェックではなく、重要な虚偽

表示の兆候に注意喚起することを求めている。

注10 CSRレ ポー ト、環境報告書、統合報告書等の
ESG情報の開示媒体を含む。
注241 改定ISA720で は、ここの開示情報も整合性チェッ

クの対象としている。

注9, WBCSDが会員企業 170社を対象に実施した調査
では、サステナビリティレポートに重要なリスクとし

て開示された情報の71%が、Form 10‐Kや アニュア
ルレポートのリスク情報区分には開示されていなかっ

た (WBCSD,2016)。

注20 オランダ内外70団体の年金基金等が組織する財
団で運用資産は1兆ユーロに及ぶ。
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